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　「特別支援教育」とは、障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支
援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、
生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。
　平成19年４月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障
がいのある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。
　本市においても、特別支援教育の充実を重要課題としてとらえ、様々な事業に取り組んでいます。

●�特別支援教育コーディ
ネーターが中心となり、
学校全体で支援をする体
制を整えています。

　・�個別の指導計画、個別
の教育支援計画の作成

　・校内委員会の開催
　・関係機関との連携

●�就学前の段階から学校教育の段階への縦のつながり、関係機関との横のつながり等、連携を
重視した取り組みを推進します。

●�広報活動等を通し、特別支援教育に対する理解啓発に努めます。

●�医療、保健、福祉、教育
等の関係機関と連携し
て、相談体制の充実を
図っています。
　・�子ども健康教育相談

　・就学相談
　・巡回教育相談への協力

教員対象の専門研修 特別支援教育総合作品展の共催保護者を交えてのシンポジウム

◆　市立学校特別支援教育推進事業（支援員の配置）について
　○�　通常学級や特別支援学級において、日常生活や学習活動の介助、学習の支援、健康・安全の
確保を行うために、支援員を配置しています。

　　�　平成23年度は、50名の支援員を各学校に配置し、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、
担任教師等との連携のもと、子どもたちの支援にあたっています。

特別支援教育推進事業について

障がいのある子ども一人一人のニーズに応じた教育の実現

校内支援体制の充実 教育相談・就学相談の充実

※�臨床心理士、医師による面接
　相談も、月１回行っています。

●�専門的な研修を実施し、
教員の指導力を高めると
ともに支援員の配置によ
り、教育環境の充実を
図っています。
　・教員向けの専門研修
　・保護者対象の研修会
　・支援員配置

教育環境・指導の充実


